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熊本県副業・兼業人材活用促進事業費補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この補助金は、県内事業者が、「熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点」

（以下「プロベース」という。）を通じて、初めて副業・兼業の形態でプロフェッ

ショナル人材を受け入れる場合に、そのプロフェッショナル人材の活用に要する費

用を県内事業者に助成することにより、県内事業者の人材の確保と、その活用によ

る成長の実現を支援することを目的とする。 

この補助金の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和56年熊本県規則第

34号。以下「規則」という。）及び熊本県商工労働補助金等交付要項（以下、「要

項」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）プロフェッショナル人材 

   生産性向上や競争力強化などの企業課題の解決を図り、「攻めの経営」を実

現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材。  

（２）熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点 

   県内事業者に「攻めの経営」のマインドを植え付ける旗振り役となり、プロ

フェッショナル人材に対する地域のニーズを明確化していくと同時に、「攻め

の経営」を行う上で必要な「プロフェッショナル人材」の採用を、人材ビジネ

ス事業者等を通して支援する拠点をいう。 

（３）副業・兼業 

    就業者が、雇用契約又は業務委託契約等に基づき、業務や期間を限定して仕

事を受託することをいう。 

 （４）副業・兼業プロフェッショナル人材 

    県内事業者が副業・兼業の形態で雇い入れるプロフェッショナル人材のこと

をいう。 

 

 （補助金の交付対象者） 

第３条 この補助金の交付対象者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。 

（１）熊本県内に本社又は主たる事業所を有する事業者であること。 

（２）プロベースを通じて、初めて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する

者であること(令和８年度（２０２６年度）に限らず、令和７年度(２０２５年

度)以前の活用も含む。)。 

（３）同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受け

る予定が無いこと。（４）県税に未納がないこと。 

（５）事業者が、暴力団（熊本県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団を

いう。）ではなく、役員等が暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。）

でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

（６）性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する

営業を行っていないこと。 
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（補助金の交付対象事業） 

第４条 この補助金の交付の対象者となる事業は、県内事業者が、プロベースの支援

を受け、初めて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業とする。 

 

（補助対象経費等） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費並びに補助率等については、別表１及び

別表２に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 要項第３条第２項に規定する事業計画書は、別記第１号様式によるものとす

る。 

２ 規則第３条第２項第４号に規定する添付書類は、次の各号のとおりとする。 

（１）誓約書（別記第２号様式） 

（２）企業情報シート 

（３）雇用契約、委任契約又は業務委託契約を証する書類（契約書等の写し） 

（４）副業・兼業プロフェッショナル人材の居住地がわかるもの（自動車運転免許

証や住民票等の写し） ※交通費・宿泊費を申請する場合のみ 

 （５）その他知事が必要と認める書類 

３ 補助事業者は、規則第３条第１項の申請をするに当たって、補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する

額のうち、消費税法（昭和６３年第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額した

額で申請しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定

の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。ただし、特に必要と認

められるときは、この期日を繰り上げることができる。 

 

（補助事業等の内容の変更） 

第８条 規則第７条第１項の補助事業等の内容等の変更事由は、次の各号のいずれか

に該当する場合とする。 

（１）補助対象経費の２０％を超える減額を行う場合。ただし、変更金額（減額）が

２０万円以下である場合においては、この限りではない。 

（２）（１）に該当しない場合のうち、補助事業の内容に著しい変更が生じた場合。 

２ 要項第５条第２項に規定する事業変更計画書は、別記第１号様式を準用するもの

とする。 

 

（補助事業の中止又は廃止、交付決定の取消し） 

第９条 規則第５条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止の承認を受

けようとする場合の承認申請書は、別記第３号様式のとおりとする。 

２ 知事は、前項の申請を承認する場合は、別記第４号様式により行う。 
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３ 次の各号のいずれかに該当する場合には、規則第４条の交付の決定の全部若しく

は一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、法令又は本要領に違反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 

４ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずる。 

 

（実績報告） 

第１０条 要項第９条第２項第２号に規定する書類は、次の各号のとおりとする。 

（１）事業実績書（別記第５号様式） 

（２）補助対象経費を支払ったことを証する書類（振込完了明細、領収証等の写し） 

２ 実績報告書の提出は、要項第９条第３項の規定にかかわらず、補助事業の完了の

日から起算して１カ月を経過した日又は当該会計年度の２月１９日のいずれか早

い日までとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかな

ければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた

場合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、い

つでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、

当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に

応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された

目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業関係者

の個人情報等を含むがこれらに限定されない。）については、機密保持のために必

要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。 

２ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とす

る。 

 

  （雑則） 

第１３条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、令和７年（２０２５年）４月２２日から施行する。 

この要領は、令和８年（２０２６年）３月２４日から施行する。 
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別表１（第５条関係） 

事項 内容 

補助対象 

経費 

補助対象事業者が、副業・兼業プロフェッショナル人材の活用に要した別

表２の経費 

補助率 

１０分の８以内 

※補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 

補助限度額 ５０万円 

補助対象 

期間 

交付決定日から交付決定日の属する年度の２月１９日までに、補助対象事

業者が支払いを完了した経費に限る。 

 

別表２（第５条関係） 

区分 補助対象経費 

紹介手数料 

・副業・兼業プロフェッショナル人材の紹介に係る人材ビジネス事業者

に対する紹介手数料 

・プロベースに登録された人材ビジネス事業者に限る。 

報酬 

・副業・兼業プロフェッショナル人材が業務に従事した際に、当該人材に

支払う報酬 

・当該人材との契約期間は６か月以内とする。 

交通費 

・副業・兼業プロフェッショナル人材が業務に従事するため、就業地（熊

本県内に限る）まで公共交通機関で移動する際の交通費 

・経済的かつ合理的な経路及び方法によって移動した場合の費用を上限額

とし、往路、復路をそれぞれ対象とする。 

・１回の往復移動に伴う交通費の実費負担の合計額が１万円未満の場合は

宿泊費を含めた全体を対象外とする。 

宿泊費 

・副業・兼業プロフェッショナル人材が業務に従事するため、就業地（県

内に限る）で宿泊する際の宿泊費 

・１泊当たり１０,８００円（税込）を上限額とし、食費は補助対象外とす

る。宿泊費に食費が含まれており、内訳がわからない場合は、１食当た

り１，２００円（税込）を減額する。 

・前泊は、前泊しなければ就業時間に間に合わない場合に限り補助対象と

し、後泊は、終業後移動手段がない場合に限り補助対象とする。 

 


